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図 4.Ⅱ.4 総合的な地震対策・津波対策の推進 

（出典：国土交通省ＨＰ他資料） 

 

 

 

地震は発生時間や影響範囲の予測を立てるのが困難なうえ、下水道施設が被災し、長

時間下水道が使用できなくなれば、市民生活や社会経済活動に大きな影響が生じます。 

このため、災害時においても下水道機能が確保できるよう、また、被災した場合でも

早期に復旧できるよう、本市では、平成 26年度に「福岡市下水道業務継続計画（地震・

津波編）(案)」（下水道 BCP）を策定しました。今後も実効的な計画となるよう、東日

本大震災や熊本地震の支援経験等を踏まえ、内容の充実・強化を図っていきます。 

 下水道施設の被害による社会的影響を最小限に抑制し、速やかな復旧を可能にする

ため、「福岡市下水道業務継続計画（地震・津波編）」（下水道 BCP）をより実効的な

計画へとブラッシュアップし続けます。 

 下水道 BCP に基づく事前対策として、資機材の備蓄、各種関係団体との災害支援協

定の締結並びに受援体制の強化や災害支援ルールの策定に向けた検討を行うとと

もに、実践的な震災訓練等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.Ⅱ.5 下水道ＢＣＰのイメージと震災訓練のイメージ 

２） 下⽔道ＢＣＰの充実・強化 
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◇成果指標 
 

Ⅱ 災害に強い下⽔道 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 現状値
（H28 年度末⾒込）

中間⽬標値
（H32 年度末）

⽬標値
（H38 年度末）

⾬⽔整備レインボープラン天神の推進 
（第 1 期 第 2 期事業） 

第 1 期事業 実施
第 2 期事業 検討

第 1 期事業 完了
第 2 期事業 実施 第 2 期事業 実施

⾬⽔整備 Do プランの推進
（整備完了地区数 / 重点地区数） 48 地区/55 地区 55 地区/55 地区 55 地区/55 地区

豪⾬時における下⽔道管渠内⽔位情報の周知 検討 実施 実施 
想定し得る最⼤規模の降⾬による浸⽔想定区域
図の策定 検討 実施 実施 

下⽔道管渠の耐震化 
（耐震化完了延⻑ / 耐震化が必要な延⻑） 52km/121km 69km/121km 121km/121km

処理区間のネットワーク化等の検討・実施 検討 実施 実施 
⽔処理センターの耐震化（建築） 
（耐震化完了施設数 / 耐震化が必要な施設数） 4 施設/5 施設 5 施設/5 施設 5 施設/5 施設 

ポンプ場の耐震化（⼟⽊）
（耐震化完了施設数 / 耐震化が必要な施設数） 18 施設/23 施設 23 施設/23 施設 23 施設/23 施設

⽔処理センター・ポンプ場の耐津波化 検討 実施 実施 

平成 28 年熊本地震の⽀援状況

 

平成 28 年 4 月 16 日の「平成 28 年熊本地震」本震の当日、熊本県や国土交通省

より下水道の災害復旧に向けた支援要請を受け、翌 17日午後 0時 30 分に国土交通

省が中心となって設置した熊本地震下水道現地支援本部へ職員１名を派遣したの

をはじめ、熊本県下水道対策本部、熊本市、益城町及び阿蘇市へ下水道関連職員を

延べ 588 名派遣しました。（平成 28年 7月末） 

福岡市の⽀援 

熊本県下⽔道対策本部の作業状況調査班の出発式の様⼦(4/19) 

被災管渠のカメラ調査状況（益城町）
倒壊家屋付近でのマンホール調査 

（益城町） 
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本市では、博多湾の水質保全のため、全ての水処理センターにおいてリン除去高度処

理施設を導入するとともに、「博多湾流域別下水道整備総合計画」に基づき、窒素・リ

ン同時除去高度処理施設を一部導入しており、今後も高度処理を推進します。 

また、既存施設を有効活用し、運転操作の工夫等により、早期かつ経済的に処理水質

の向上を図る手法ついて研究を進めます。 

なお、近年は、博多湾に求められる姿も多様化していることから、豊かな博多湾に向

けた汚水処理のあり方等について関係部局と連携し検討します。 

 

 

 

本市の下水道人口普及率は、平成 27 年度末で 99.6％となっており、公共下水道事業

による普及は概成してきています。また、農林水産局が実施している農業・漁業集落排

水事業を含んだ実質的な汚水処理の普及率は 99.9％となっています。このように汚水

処理の普及は進んできていますが、公共下水道事業計画区域以外においても、快適な生

活環境を提供し、河川や博多湾の水質を保全する必要があるため、今後も、水洗化の促

進に取り組んでいきます。 

Ⅲ 健全な⽔環境の創出 

 

 

 

取組 
⽅針 

下水道は、公共用水域の水質保全という重要な役割を担っており、本市でも 

これまで、下水道整備や高度処理、合流式下水道の改善等を推進してきたこと 

により、博多湾や河川の水質は大幅に改善されています。 

  今後は、更なる健全な水環境の保全のため、高度処理の段階的導入や未普及、

未水洗化地区の解消等を推進するとともに、今後の博多湾に求められる姿や汚水

処理施設のあり方等について検討します。 

また、下水道法施行令による合流式下水道の改善対策については、必要な対 

策を期限までに完了します。 

汚⽔処理の最適化Ⅲ-１ 

１）  ⾼度処理の推進 

２） 未普及、未⽔洗化地区の解消 

69 
 

 土地利用や地形等の問題で未普及、未水洗化となっている地区が一部残っているこ

とから、これらの解消を進めます。 

 下水道や集落排水事業の計画区域外地区の家屋については、合併処理浄化槽設置助

成制度により水洗化を推進します。 

 集落排水事業との統廃合などについては、市としての汚水処理の最適化を目指し、

関係部局と連携しながら検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年度より博多駅周辺地区約 300ha において、浸水対策事業と連携しながら分

流化事業を実施しており、平成 21年度からは、天神周辺地区約 100ha についても分流

化事業を推進しています。 

今後も、合流式下水道の改善に向けて、引き続き両地区の分流化事業を推進し、早期

完了を目指すとともに、分流化を進めるためには、宅内の排水設備の改造も必要となる

ため、分流化改造工事費助成制度により宅内の分流化を推進します。 

 

 

 

下水道法施行令で定められた雨天時の放流水質基準を平成 35 年度末までに達成する

ため、これまでの合流式下水道改善対策の再評価・再検討を行い、合流式下水道改善計

画の見直しを実施し、対策を推進します。 

 

 

 

合流式下水道では、雨天時に未処理下水の一部が公共用水域に放流される場合があり、

水環境の悪化や悪臭の発生等が懸念されることがあるため、都心部の水辺空間など特に

配慮が必要な区域については、雨天時放流水等の対策強化を検討し、着手可能なものか

ら整備を進めます。 

 

 

 

 

 

合流式下⽔道の改善Ⅲ-２ 

１）  博多駅周辺・天神周辺地区の分流化

２） 合流式下⽔道改善計画の⾒直し 

３） 都⼼部の⽔辺空間等における対策強化 
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